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開会前 

（事務局長） 

おはようございます。 

 

（「おはようございます」の声。） 

 

（事務局長） 

事務局長の清水でございます。本臨時会は、一般選挙後、初めての議会でございます。

議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定により、出席議員の中で年長

の議員が、臨時に議長の職務を行うことになっております。 

小梅議員をご紹介致します。 

 小梅議員、議長の席にご着席下さい。 

 

（臨時議長） 

いいですか。 

 

（事務局長） 

宜しくお願い致します。 

 

（臨時議長） 

 皆様、おはようございます。 

 

（「おはようございます」の声。） 

 

（臨時議長） 

 ただいま紹介されました、小梅でございます。 

地方自治法第１０７条の規定によりまして、議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長

の職務を行いますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

（臨時議長） 

 座ってもいいですか。はい。座らせてもらいます。 

 

（臨時議長） 

 それでは、開会に先立ちまして、一般選挙後、初めての議会ですので、諸般の事項に

ついて処理を致します。 

 また、本臨時会の服装はクールビズとして、ノーネクタイ、ノー上着でも構いません
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ので、よろしくお願い致します。 

 それでは、照井町長から挨拶の申し出がございますので、これを許します。 

 

「町 長」 

「議長」。 

 

（臨時議長） 

｢照井町長」。 

 

「町 長」 

おはようございます。 

初議会のあたり、一言ご挨拶申し上げます。町長の照井でございます。 

この度は、７月の町議会議員選挙において、町民の付託を受けて、この議会の場へお

いで頂きましたことに対して、大変、敬意を表するところでございます。 

地方自治は、民主主義の学校であるというふうに言われています。特に我々江差町は、 

基礎的自治体として、住民に一番近い民主主義を完結する場であります。その我々行政

とそして議会と両輪となってですね、議会の中で、住民の自治に対して、住民の福利厚

生に対してですね、どのように完結して行くか、そういうことを議論する場であると思

っております。皆さん、１２人の議員の皆さんの後ろには、町民の皆様のいるというこ

とをしっかり自覚しながら、皆様のご答弁に対して、丁寧にそして簡潔に答弁していく

ことを、努力していきたいなと思います。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。 

 

（臨時議長） 

町長の挨拶が終わりました。 

 次に、町長を除く特別職の自己紹介をお願い致します。 

 

「副町長」 

「議長」。 

 

（臨時議長） 

はい。「田畑副町長」。 

 

「副町長」 

副町長の田畑でございます。本当に選挙戦、お疲れ様です。そして、おめでとうござ

います。これからもまた、本日からの行政運営全般、そして議会運営、これからも一層

ですね、ご指導とご協力を節にお願い申し上げます。宜しくお願いします。 
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（臨時議長） 

はい。次に教育長、お願い致します。 

 

「教育長」 

教育長の太田でございます。議員の皆様方におかれましては、大変、おめでとうござ

います。今後とも、ご指導ご鞭撻の方を宜しくお願い致します。 

 

（臨時議長） 

それでは、次に、副町長から町長部局を、教育長からは教育委員会の管理職員の紹介

をお願い致します。 

 

「副町長」 

「議長」。 

 

（臨時議長） 

 はい。 

 

「副町長」 

 それでは、私の方から、町長部局のこの議場に入ります、管理職の皆さんをですね、

紹介させて頂きます。 

 行政組織機構図に沿ってですね、紹介させて頂きます。 

 最初に、総務課長の木村でございます。 

 

「総務課長」 

 木村です。宜しくお願い致します。 

 

「副町長」 

 まちづくり推進課長の出﨑です。 

 

「まちづくり推進課長」 

 出﨑です。宜しくお願い致します。 

 

「副町長」 

 財政課長の斉藤でございます。 

 

「財政課長」 
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 斉藤です。宜しくお願い致します。 

 

「副町長」 

 税務課長の安田でございます。 

 

「税務課長」 

 安田です。宜しくお願い致します。 

 

「副町長」 

 健康推進課長の白鳥でございます。 

 

「健康推進課長」 

 白鳥です。宜しくお願い致します。 

 

「副町長」 

 高齢あんしん課長の梅川でございます。 

 

「高齢あんしん課長」 

 梅川です。宜しくお願いします。 

 

「副町長」 

 町民福祉課長の岸田でございます。 

 

「町民福祉課長」 

 岸田です。宜しくお願い致します。 

 

「副町長」 

 産業振興課長の大杉でございます。 

 

「産業振興課長」 

 大杉です。宜しくお願い致します。 

 

「副町長」 

 追分観光課長の尾山課長でございます。 

 

「追分観光課長」 
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 尾山です。宜しくお願いします。 

 

「副町長」 

 建設水道課長の岸田でございます。 

 

「建設水道課長」 

 岸田です。宜しくお願いします。 

 

「副町長」 

 出納室長の岸田でございます。 

 

「出納室長」 

 岸田です。宜しくお願いします。 

 

「副町長」 

 今までのご紹介したのは課長さん方でございまして、この議場には、議案の責任者、

それから政策の責任者ということで、主幹２人入ってございます。２人紹介します。総

務課主幹の畑でございます。 

 

「総務課主幹」 

 畑です。宜しくお願いします。 

 

「副町長」 

 それから、まちづくり推進課主幹の長尾でございます。 

 

「まちづくり推進課主幹」 

 長尾です。宜しくお願いします。 

 

「副町長」 

 以上が町長部局でございます。宜しくお願い致します。 

 

（臨時議長） 

 はい。教育長。 

 

「教育長」 

 それでは教育委員会の課長を私からご紹介致します。 
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まず、学校教育課長の中川です。 

 

「学校教育課長」 

 中川です。宜しくお願いします。 

 

「教育長」 

 次に、社会教育課長の大坂です。 

 

「社会教育課長」 

 大坂です。宜しくお願いします。 

 

「教育長」 

 以上でございます。宜しくお願い致します。 

 

（臨時議長） 

 それでは、次に、各議員の自己紹介を行いたいと思います。自己紹介の順序は、仮議

席１番の大門議員から、順次お願い致します。 

 

「大門議員」 

大門和幸と申します。宜しくお願い致します。 

 

「出﨑議員」 

水堀町出身の出﨑太郎と申します。初めての議員活動になります。宜しくお願い致し

ます。 

 

「小林議員」 

中歌町在住の小林くにこと申します。１期目の経験も活かしつつ、住民全体の奉仕者

である、このことを忘れず、２期目の職務に勤めて参ります。どうぞ、宜しくお願い致

します。 

 

「小野寺議員」 

小野寺真です。宜しくお願い致します。 

 

「西海谷議員」 

中歌町在住の西海谷でございます。２期目となります。宜しく１つ、お願い致します。 
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「塚本議員」 

 ２期目となります、塚本です。江差町越前町出身です。２期目に向けて、住民の声が

しっかり議会に届けられるよう一生懸命、この４年間頑張らせて頂きます。宜しくお願

いします。 

 

「萩原議員」 

４期目になります、萩原徹です。宜しくお願いします。まず私、商売の他に商工会理

事や、歴まちの理事長、最近は、追分を始めまして、なかなか、自分なりにも忙しい日々

を過ごしておりますけれども、議員活動も一生懸命、頑張りたいと思いますので、宜し

くお願致します。 

 

「室井議員」 

室井です。どうぞ宜しくお願いします。 

 

「飯田議員」 

はい、飯田隆一です。宜しくお願いします。 

 

「打越議員」 

江差本町の生まれでございます。宜しくお願い致します。 

 

（臨時議長） 

 名前。 

 

「打越議員」 

 打越です。 

 

「薄木議員」 

薄木です。どうぞ宜しくお願いします。 

 

（臨時議長） 

はい。以上で、議員の自己紹介が終わりました。ここで町管理職員は退席致します。 

 ご苦労様でございました。 

 １０時迄ちょっと、５分ぐらい時間があるそうなので、しばしお待ち下さいませ。 

 

※管理職退席 

※休憩中 



11 

開会 １０：００ 

 

（「ベルが鳴る」。） 

 

（臨時議長） 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、会議は成立致しま

した。ただいまから、令和元年第１回江差町議会臨時会を開催致します。 

 

（臨時議長） 

本日の会議を開きます。 

本日の会議日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

（臨時議長） 

それでは、日程第１、仮議席の指定を行います。 

仮議席は、ただいまのご着席の議席と致します。 

 

（臨時議長） 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２９条の規定により、臨時議長において、大門議員、

出﨑議員を指名致します。 

 

（臨時議長） 

ここで、暫時休憩致します。 

 

休憩 １０：０５ 

再開       

 

（臨時議長） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（臨時議長） 

日程第３、選挙第１号、議長の選挙を行います。 

議場の出入口を閉めます。 

宜しいですか。はい。 

ただいまの出席議員は１２名です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条の規定により、立会人に小林議員、西
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海谷議員を指名致します。 

 

（臨時議長） 

それでは、投票用紙を配ります。 

投票は、単記無記名です。 

  

（投票用紙配布中） 

 

（臨時議長） 

投票用紙の配布漏れはございませんか。 

 

（「ありません」の声） 

 

（臨時議長） 

はい。じゃあ、配布もれなしと認めます。 

次に、投票箱を点検します。 

 

（投票箱確認中） 

 

（臨時議長） 

 はい。異常なしと認めます。 

念のため申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

 

（臨時議長） 

書き終えましたか。それでは、点呼を命じます。 

事務局長が氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 

 

（事務局長） 

はい。 

初めに、大門議員。 

出﨑議員。 

小林議員。 

小野寺議員。 

西海谷議員。 

塚本議員。 
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萩原議員。 

室井議員。 

飯田議員。 

打越議員。 

薄木議員。 

最後に、小梅議員、お願いします。 

 

（臨時議長） 

投票漏れはございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

（臨時議長） 

はい。それでは、投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 

（臨時議長） 

次、開票を行います。 

小林議員、西海谷議員、開票の立会をお願い致します。 

 

「小林議員」 

「西海谷議員」 

 はい。 

 

（開票作業中） 

 

（臨時議長） 

それでは、選挙の結果を報告致します。 

投票総数１２票、これは先程の出席議員数に符号しております。 

そのうち、有効投票８票、無効投票４票です。 

有効投票のうち、打越議員が８票、以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は３票です。従って打越議員が議長に当選されました。 

 

（臨時議長） 

議場の出入口を開きます。宜しいですか。 

はい。暫時休憩します。 
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※休憩中 

 

（臨時議長） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

ただいま議長に当選された打越議員が議場におられますので、会議規則第３３条第２

項の規定により当選の告知をします。 

それでは、議長に当選されました、打越議員をご紹介致します。 

どうぞ、宴台でお願い致します。 

 

（打越議員） 

ただ今、当選を頂きました打越でございます。 

先程、私が言ったとおり、今後ですね、身を引き締めて江差のまちの発展のために努

力をして参る所存でございます。そしてまた、議員の皆さんのご支援を宜しくお願いを

申し上げまして、先程言ったとおりでございますけども、町民本意のまちづくり、そし

てまた、江差町の将来を考えた形の中で、私は、中立を保ちながら、議会対策をして参

りたいというふうに思っておりますので、宜しくご協力の程、お願い申し上げます。 

 

（臨時議長） 

これで臨時議長の職務は全部終了致しました。ご協力、ありがとうございました。 

議長、議長席にお着き願います。 

暫時休憩致します。 

 

休憩 １１：３４ 

 

※暫時休憩中 

 

再開 １１：３５ 

 

（議長） 

休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（議長） 

日程第４、会期の決定を議題と致します。 

お諮りします。今臨時会の会期は、本日１日にしたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とすることに決定致しました。 

暫時休憩を致します。 

 

休憩 １１：３６ 

 

※暫時休憩中 

 

再開 １３：１１ 

 

（議長） 

 休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（議長） 

日程第４、会期の決定についてを議題と致します。 

お諮りします。今臨議会の会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

 

「塚本議員」 

終わったんでないが。 

 

（議長） 

異議なしと認め、よって会期は、本日１日とすることに決定致しました。 

休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（議長） 

日程第５、選挙第２号、副議長選挙を行います。選挙は投票で行います。 

議場の出入口を閉鎖して頂きます。いいですか。 

はい。ただいまの出席議員は１２名です。 

次に、立会人を指名致します。会議規則第３２条の規定により、立会人に小林議員、

西海谷議員を指名致します。 

 

（議長） 

投票用紙を配ります。 
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（投票用紙配布中） 

 

（議長） 

それでは、投票用紙は配布漏れ、ありませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

（議長） 

配布漏れなし、と認めます。 

投票箱を点検して下さい。 

 

（投票箱確認中） 

 

（議長） 

はい。異常なしと認めます。 

念のために申し上げます。投票は単記無記名で、投票用紙に選挙人の氏名を記載の上、

点呼に応じて順次、投票を願い致します。 

 

（議長） 

点呼を命じます。 

事務局長が氏名を読み上げますので、順番に投票をお願い致します。 

 

（事務局長） 

始めに、大門議員。 

出﨑議員。 

小林議員。 

小野寺議員。 

西海谷議員。 

塚本議員。 

小梅議員。 

萩原議員。 

室井議員。 

飯田議員。 

薄木議員。 

それでは議長、お願いします。 
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（議長） 

 投票漏れ、ございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

（議長） 

投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 

（議長） 

開票を行います。 

小林議員、西海谷議員、開票の立会人をお願い致します。 

 

（開票作業中） 

 

（議長） 

選挙の結果を報告致します。 

投票総数１２名は、先程の出席議員に符号しておりますので、そのうち、有効投票１

０票、無効投票２、有効投票のうち、萩原議員１０票。 

以上のとおり、この選挙の法定得票数は３票です。従いまして、萩原議員の副議長に、

当選されました。 

 

（議長） 

議場の出入口を開きます。 

暫時休憩致します。 

 

休憩 １３：２０ 

再開 １３：２１ 

 

（議長） 

休憩前に引き続き、会議を開会致します。 

ただいま副議長の当選されました、萩原議員が議場におられますので、会議規則第３

３条の２項の規定により当選の告知を致します。 

それでは、副議長に当選されました、萩原議員を紹介致します。それでは、宴台で挨

拶をお願い致します。 
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（萩原副議長） 

これから江差町のため、また江差町議会のため、一生懸命頑張ります。どうぞ、宜し

くお願い致します。 

 

（議長） 

暫時休憩を致します。再開にあたってはブザーでお知らせを致します。 

 

休憩 １３：２３ 

再開 １３：２３ 

 

（議長） 

はい。それでは、休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（議長） 

日程第６、決定第１号、議席の指定を行います。 

議席は、議会（正：会議）規則第４条第１項の規定により、議長において指名、指定

したいと思います。 

議席はお手元に配布の議席表のとおり、指定致します。 

暫時休憩致します。 

休憩 １３：２３ 

再開 １３：２４ 

 

（議長） 

休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（議長） 

日程第７、決定第２号、常任委員。 

 

（議長） 

なんだ。 

 

（事務局長） 

暫時休憩して頂いて。 

 

（議長） 

暫時休憩致します。 
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休憩 １３：２４ 

再開 １３：２６ 

 

（議長） 

それでは、休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（議長） 

日程第７、決定第２号、常任委員、議会運営委員、選任についてを議題と致します。 

常任委員、議会運営委員の選任については、委員会条例第５条の規定により、議長が

会議に諮って指名致します。 

総務産業常任委員に、薄木議員、飯田議員、小野寺議員、萩原議員、西海谷議員、出

﨑議員を指名致します。 

社会文教常任委員に、打越議員、室井議員、小梅議員、塚本議員、小林議員、大門議

員を指名致します。 

議会運営委員に、飯田議員、小野寺議員、塚本議員、西海谷議員、室井議員を指名致

します。 

以上のとおり指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

ご異議なしと認め、従って、ただいま指名致したとおり、それぞれの常任委員、議会

運営委員に選任することに決定致しました。 

暫時休憩致します。 

 

休憩 １３：２８ 

再開 １３：２９ 

 

（副議長） 

休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（副議長） 

議長の常任委員の辞任についてを議題と致します。 

ただいま社会文教常任委員に選任されました議長から、常任委員を辞任したいとの旨

の申し出があります。従いまして、地方自治法第１１７条の規定により、議長は除斥の
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対象となりますので、退席を求めます。 

暫時休憩致します。 

 

休憩 １３：３１ 

再開 １３：３１ 

 

（副議長） 

休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

議長は、その職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際

における採決権など、議長固有の権限を考慮するとき、一個の委員会に、委員として所

属することは適当ではなく、また、行政実例でも議長について辞任を認めているところ

でもありますので、常任委員を辞任したいとのものであります。 

辞任について許可することに、異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（副議長） 

異議なしと認めます。 

従って、議長の社会文教常任委員の辞任について、許可することに決定致しました。 

暫時休憩致します。 

 

休憩 １３：３３ 

再開 １３：３６ 

 

（議長） 

休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 

（議長） 

休憩中の各常任委員会等において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果報

告が議長の手元に参りましたので報告致します。 

総務産業常任委員会委員長に西海谷議員、副委員長に出﨑議員。 

社会文教常任委員会に委員長に塚本議員、副委員長に小林議員。 

議会運営委員会、委員長に小野寺議員、副委員長に飯田議員。 

以上のとおり、互選した旨の報告かありました。 

 

（議長） 
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日程第８、選挙第３号、檜山広域行政組合の議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙方法については、地方自治法第１１８条２項の規定によって指名

推選にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。従いまして選挙の方法は、指名推薦によることと決定致しまし

た。指名の方法については、議長において指名することとしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め、従いまして議長において指名することに決定致しました。 

檜山広域行政組合の議会議員は、小野寺議員、出崎議員を指名致します。 

 

（議長） 

お諮りします。 

ただいま議長が指名致しました小野寺議員、出崎議員を檜山広域行政組合の議会議員

の当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

従いまして、ただいま指名致しました小野寺議員、出崎議員が檜山広域行政組合議会

議員に当選されました。 

ただいま、檜山広域行政組合議会に議員に当選されました小野寺議員、出崎議員が議

場におられますので、会議規則第３２条（正：３３条）第２項の規定によって、当選の

告知を致します。 

 

（議長） 

日程第９、選挙第４号、南部桧山衛生処理組合、議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、

指名推選としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

従いまして選挙の方法は、指名推選とすることに決定致しました。指名の方法につい

ては、議長において指名することとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

従って、議長において指名することに決定致しました。 

南部桧山衛生処理組合議会議員は、塚本議員、小林議員を指名致します。 

 

（議長） 

お諮りします。 

ただいま議長が指名致しました塚本議員、小林議員を南部桧山衛生処理組合、議会議

員の当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

なしと認めます。 

従って、ただいま指名致しました塚本議員、小林議員が南部桧山衛生処理組合、議会

議員に当選されました。 

ただいま、南部桧山衛生処理組合、議会議員、塚本議員、小林議員が議場におられま

すので、会議規則第３３条２項の規定により、当選を告知致します。 

 

（議長） 

日程第１０、選挙第５号、江差町・上ノ国町学校給食組合、議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって

指名推選としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 
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異議なしと認めます。 

従って、選挙の方法は、指名推選によることと決定致しました。指名の方法について

は、議長において指名することとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め、従って議長において指名することに決定致しました。 

江差町・上ノ国町学校給食組合議員には、西海谷議員、大門議員を指名致します。 

 

（議長） 

お諮りします。 

ただいま議長が指名致しました西海谷議員、大門議員を江差町・上ノ国町学校給食組

合議員の当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

従って、ただいま指名致しました西海谷議員、大門議員が江差町・上ノ国町学校給食

組合議員に当選されました。 

ただいま、江差町・上ノ国町学校給食組合議会議員、西海谷議員、大門議員が議場に

おられますので、会議規則第３３条の２項の規定により、当選人の告知を致します。 

 暫時休憩致します。 

 

休憩 １３：４２ 

再開 １３：５１ 

 

（議長） 

引き続き、会議を再開致します。 

日程第１１、同意第１号、監査委員の選任を議題と致します。小梅議員は、地方自治

法第１１７条に規定により、除斥の対象となりますので、退席を求めます。 

暫時休憩します。 

 

休憩 １３：５２ 

再開 １３：５３ 
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（議長） 

休憩を閉じて、会議を再開致します。提案理由の説明を求めます。 

 

「町 長」 

議長。 

 

（議長） 

「町長」。 

 

「町 長」（提案理由） 

同意第１号、監査委員の選任についてでございます。任期満了に伴い、議員のうちか

ら選任する監査委員につきまして、小梅洋子氏、昭和１７年９月１９日生まれ、７６歳

を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める

ものでございます。ご審議の上、同意頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

（議長） 

以上で提案理由の説明が終わりました。本案については、人事案件でありますので、

質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

ご異議なしと認め、よって、質疑討論を省略し、直ちに採決致します。 

この採決は、起立によって行います。 

 

（議長） 

同意第１号、監査委員の選任については、檜山郡江差町字愛宕町２０５番地、小梅洋

子氏、昭和１７年９月１９日生まれ、７６歳を選任することに賛成の方の起立を求めま

す。 

 

（議長） 

起立全員であります。 

よって同意第１号については、原案のとおり同意することに決定致しました。 

暫時休憩。 

 



25 

 休憩 １４：０４ 

再開 １４：０７ 

 

（議長） 

はい、それでは休憩を閉じて、会議を再開致します。 

よって、同意第１号については、原案のとおり同意することに決定致しました。 

 

（議長） 

日程第１２、発議第１号、議会広報に関する事務調査についてを議題と致します。 

お諮りします。 

本案については、西海谷議員の提出による所定の賛成者をもって発議でありますので、

提出者、賛成者５名をもって構成する特別委員会を設置し、これに付託の上、調査終了

まで調査することとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

従って、本案については、提出者、賛成者５名で構成する議会広報特別委員会を設置

し、それに付託の上、調査終了するまで調査することに決定致しました。 

 

（議長） 

日程第１３、発議第２号、平成３０年度江差町各会計決算審査特別委員会の設置につ

いてを議題と致します。 

お諮りします。 

本案については、議長を除く全議員による発議であります。従いまして、議長及び監

査委員を除く１０名の議員を委員として構成する、平成３０年度江差町各会計決算審査

特別委員会を設置し、平成３０年度江差町各会計決算審査をこれに付託の上、閉会中の

継続調査とすることとし、また審査にあっては、地方自治法第９８条第１項の規定によ

る検閲検査の権限を、特別委員会に委任したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

よって本案については、議長及び監査委員を除く１０名の議員に、委員として構成す



26 

る、平成３０年度江差町各会計決算審査特別委員会を設置し、平成３０年度江差町各会

計決算審査をこれに付託の上、閉会中の継続調査とすることとし、また審査にあっては、

地方第、（正：地方自治法）第９８条第１項の規定による検閲検査の権限を、特別委員

会に委任することに決定致しました。 

 

（議長） 

従って、今臨時会に付議された案件は全て議了致しました。 

これで会議を閉じます。 

平成元年（正：令和元年）第１回江差町議会臨時会を閉会致します。大変、ご協力あ

りがとうございました。ありがとうございます。 

 

閉 会 １４：１３ 


